
景観重要建造物・樹木  景観上重要となる建築物、工作物、樹木を指定し積極的に保全する（現状変更に対する許可制度）   

景観協定        住民合意によるきめ細やかな景観に関するルールを認可する    

景観整備機構      NPO法人や公益法人を指定する（機構が景観重要建造物・樹木の管理などを行うことも可能） 

 

 

 

景観法（平成１６年制定）の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都道府県 

全て 

【別添１】 

景景観観行行政政団団体体（景観法に基づく大部分の事務の実施主体） 

全て 全て 全て 

基本理念 
良好な景観は、「国民共通の資産」、「地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等の調和」、「地域の固有の 

特性と密接に関連」、「地域の活性化に資する」、「保全することのみならず新たに創出することを含む」により形成。 

指定都市 中核市 そそのの他他のの市市町町村村  

県と協議した場合 

都道府県 市町村 

景観計画（届出・勧告等を行う制度） 

１．景観計画区域を定め、区域内の建築物の建築等について、行為の制限を定める 
 

 

 

 

 

 

 

２．その他の計画事項を定める（景観重要建造物・樹木の指定方針、屋外広告物の行為の制限、

景観重要公共施設の整備・占用等許可基準、良好な景観の形成に関する方針など） 

景観地区（都市計画制度）

建築物等についての制限を定める 
 ①形態意匠制限（色彩、形状、素材等） 

②高さ、壁面位置、敷地面積 

届出制度により誘導   （基準に適合しない場合は設計変更等を勧告できる） 

形態意匠は、条例で行為を指定すれば規制（命令）も可能 

認定制度により

実効性確保 

建築確認で 

実効性確保 


